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（ 開議時刻 １３時３０分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  挨拶をします。ご苦労さまです。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は９名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおり

です。 

  これから本日の議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第

120 条の規定により、議長から、１番、下屋敷幸

男君及び９番、姉帯春治君を指名します。 

  次に、日程第２、要望第５号、農業資材高騰に

関する要望書及び日程第３、要望第６号、農業資

材高騰に関する要望書について、輝くふるさと常

任会へ審査を付託しておりましたので、その審査

結果について輝くふるさと常任委員長の報告を

求めます。輝くふるさと常任委員長、鈴木満君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次

のとおり決定したので、葛巻町議会総合条例第 87

町第１項の規定により報告いたします。 

  配布しております輝くふるさと常任委員会要

望審査報告書を御覧いただきたいと思います。令

和４年 12 月２日に付託されました要望第５号、

農業資材高騰に関する要望書及び要望第６号、農

業資材高騰に関する要望書について、12月６日、

本会議場において委員全員が出席し、慎重に審査

しました。その結果、要望第５号、農業資材高騰

に関する要望書については、賛成全員をもって採

択すべきものと決定しました。なお、委員会とし

て要望中の支援給付金内容については、令和４年

度一般会計補正予算（第４号）の内容によるもの

とするという意見が付されました。 

  次に、要望第６号、農業資材高騰に関する要望

書については、賛成全員をもって採択すべきもの

と決定しました。なお、委員会として要望中の支

援給付金内容については、令和４年度一般会計補

正予算（第４号）の内容によるものとすると意見

が付されました。以上のとおり報告いたします。

令和４年 12 月９日、輝くふるさと常任委員会委

員長、鈴木満。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わり

ました。 

  お諮りします。要望第５号及び要望第６号は、

輝くふるさと常任委員会で質疑を終わっていま

すので、質疑、討論を省略し、採決に入りたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより要望第５号、農業資材高騰に関する要

望書を採決します。この採決は起立によって行い

ます。 
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  この要望に対する委員長の報告は採択すべき

ものであります。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって要望第５号、農業資

材高騰に関する要望書は、委員長報告のとおり採

択することに決定しました。 

  次に、要望第６号、農業資材高騰に関する要望

書を採決します。この採決は起立によって行いま

す。 

  この要望に対する委員長の報告は採択すべき

ものであります。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、要望第６号、農業

資材高騰に関する要望書は、委員長報告のとおり

採択することに決定しました。 

  次に、日程第４、議案第 38号、令和４年度葛巻

町一般会計補正予算（第４号）から日程第 13、議

案第 47 号、盛岡広域環境組合の設置に関し議決

を求めることについてまでの 10 議案について、

輝くふるさと常任委員会に審査を付託しており

ましたので、輝くふるさと常任委員長の審査報告

を求めます。輝くふるさと常任委員長、鈴木満君。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 鈴木満君 ） 

  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次

のとおり決定したので、葛巻町議会総合条例第

157条の規定により報告いたします。 

  配布しております輝くふるさと常任委員会審

査報告書を御覧いただきたいと思います。議案第

38号、令和４年度葛巻町一般会計補正予算（第４

号）、審査の結果、賛成全員をもって原案可決。

議案第 39 号、令和４年度葛巻町国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算（第１号）、審査の結果、

賛成全員をもって原案可決。議案第 40号、令和４

年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）、審査の結果、賛成全員をもって原案

可決。議案第 41号、令和４年度葛巻町国民健康保

険病院事業会計補正予算（第１号）、審査の結果、

賛成全員をもって原案可決。議案第 42号、令和４

年度葛巻町水道事業会計補正予算（第１号）、審

査の結果、賛成全員をもって原案可決。議案第 43

号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例、審査の結果、賛成全員をもって原

案可決。議案第 44号、葛巻町立公民館設置条例の

一部を改正する条例、審査の結果、賛成全員をも

って原案可決。議案第 45号、町立コミュニティセ

ンター等条例の一部を改正する条例、審査の結

果、賛成全員をもって原案可決。議案第 46号、葛

巻町若者定住支援住宅条例、審査の結果、賛成全

員をもって原案可決。議案第 47号、盛岡広域環境

組合の設置に関し議決を求めることについて、審

査の結果、賛成全員をもって原案可決。以上のと

おり報告いたします。令和４年 12月９日、輝くふ

るさと常任委員会委員長、鈴木満。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 
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  輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わり

終わりました。 

  お諮りします。議案第 38号から議案第 47号ま

での 10 議案は、輝くふるさと常任会で質疑を終

わっておりますので、質疑を省略し、討論、採決

に入りたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これより日程第４、議案第 38号、令和４年度葛

巻町一般会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 38 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 38号、令和

４年度葛巻町一般会計補正予算（第４号）は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第５、議案第 39号、令和４年度葛巻

町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 39 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 39号、令和

４年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補

正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、日程第６、議案第 40号、令和４年度葛巻

町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 40 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 40号、令和

４年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されま

した。 
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  次に、日程第７、議案第 41号、令和４年度葛巻

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 41 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立を願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 41号、令和

４年度葛巻町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されま

した。 

  次に、日程第８、議案第 42号、令和４年度葛巻

町水道事業会計補正予算（第１号）を議題としま

す。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 42 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 42号、令和

４年度葛巻町水道事業会計補正予算（第１号）は、

委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第９、議案第 43号、一般職の職員の

給与に関する条例等の一部を改正する条例を議

題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 43 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 43号、一般

職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 10、議案第 44 号、葛巻町立公民

館設置条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 44 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 
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  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 44号、葛巻

町立公民館設置条例の一部を改正する条例は、委

員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 11、議案第 45 号、町立コミュニ

ティセンター等条例の一部を改正する条例を議

題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 45 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 45号、町立

コミュニティセンター等条例の一部を改正する

条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、日程第 12、議案第 46 号、葛巻町若者定

住支援住宅条例を議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 46 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 46号、葛巻

町若者定住支援住宅条例は、委員長報告のとおり

可決されました。 

  次に、日程第 13、議案第 47 号、盛岡広域環境

組合の設置に関し議決を求めることについてを

議題とします。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 47 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決です。委

員長報告のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 47号、盛岡

広域環境組合の設置に関し議決を求めることに

ついては、委員長報告のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １３時５３分 ） 

（ 追加日程・議案配布 ） 
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（ 再開時刻 １３時５４分 ） 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  休憩前に引き続き会議を再開します。 

  お諮りします。ただいま町長から議案第 48号、

葛巻町新庁舎建設工事（南側エントランス及び進

入路）の変更請負契約の締結に関し議決を求める

ことについてが提出されました。これを日程に追

加し、追加日程第１として直ちに議題としたいと

思います。これに異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。したがって、議案第 48号

を日程に追加し、追加日程第 1として直ちに議題

とすることに決定しました。 

  追加日程第１、議案第 48号、葛巻町新庁舎建設

工事（南側エントランス及び進入路）の変更請負

契約の締結に関し議決を求めることについてを

議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  お疲れさまでございます。それでは、追加で上

程されました議案についてご説明申し上げます。 

  議案第 48号、葛巻町新庁舎建設工事（南側エン

トランス及び進入路）の変更請負契約の締結に関

し議決を求めることについてでございます。 

  議案集（その２）の１ページをお願いいたしま

す。令和４年５月 25 日議会の議決を経た葛巻町

新庁舎建設工事（南側エントランス及び進入路）

の請負契約の締結に関し、その一部を変更するた

め、地方自治法第 96 条第１項第５号及び議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定によりまして議会の議

決を求めるものでございます。 

  変更の内容でございますが、契約金額につきま

して変更前１億 9,063万円から 9,372万円増額い

たしまして２億 8,435万円に変更するものでござ

います。 

  提案理由につきまして補足説明をさせていた

だきます。当該工事につきましては、令和３年度

からの繰越予算で実施することで令和４年５月

議会の議決を経て新庁舎の施工業者と随意契約

をしたものでございますが、資材価格の高騰など

の影響から、当初計画しておりました南側エント

ランススロープのロードヒーティングに係る工

事費を除いて契約したものでございます。その後

７月議会におきまして、当該工事に係る補正予算

を計上し、南側エントランス及び進入路の工事状

況を踏まえながら、ロードヒーティングに係る工

事につきまして請負業者と調整を進めてきたも

のでございます。 

  なお、ロードヒーティングにつきましては、南

側エントランスの庁舎２階入り口から庁舎北側

の駐車場まで、旧庁舎側約 65メートル、病院側約

55メートル、施工面積は駐車スペースを含めると

720 平方メートルを見込んでいるものでございま

す。 

  以上で提案理由の説明を終わらせていただき
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ます。慎重ご審議の上、ご賛同賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  これで提案理由の説明を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております

議案第 48 号については、葛巻町議会総合条例第

46条第３項の規定により、輝くふるさと常任委員

会へ審査を付託しないこととしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

遠藤裕樹君。 

 

２番（ 遠藤裕樹君 ） 

  すみません。質問させていただきます。ロード

ヒーティング用の工事の追加ということでござ

いますが、これに関わる工期の延長とか、あるい

は大体いつ頃までに完成予定になるのか、その辺

お伺いしたいと思います。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  ただいまの質問にお答えいたします。工期であ

りますが、工期は３月末ということになっており

ます。よろしくお願いします。 

 

議長（ 高宮一明君 ） 

  ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありません

か。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第 48 号を採決します。この採決

は起立によって行います。 

  議案第 48号、葛巻町新庁舎建設工事（南側エン

トランス及び進入路）の変更請負契約の締結に関

し議決を求めることについては、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員です。したがって、議案第 48号、葛巻

町新庁舎建設工事（南側エントランス及び進入

路）の変更請負契約の締結に関し議決を求めるこ

とについては原案のとおり決定されました。 

  以上で本日の日程は全て終了し、本定例会議に

付された事件は全部終了しました。 

  これで令和４年葛巻町議会 12 月定例会議を終

了します。 

  次回は、令和５年３月第１金曜日の３日に開催

することとします。ご苦労さまでした。 

 

（ 散会時刻 １４時０３分 ） 

 


